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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

６４

規

則

○
東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
…（
交
通
局
）…
一

規

程
（
交
）

○
東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
東
京
都
特
定
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

規

則

東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
号

東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
八
年
東
京
都
条
例
第
六
十
一
号
）
の
施

行
期
日
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
三
号

東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

東
京
都
交
通
局
長

渡

邉

知

秀

東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
五
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
六
条
の
二
第
二
号
中
「
第
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
一
条
と
す
る
。

第
六
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
端
数
処
理
）

第
十
条

第
三
条
、
第
五
条
及
び
条
例
第
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
旅
客
運
賃
及
び
料
金
の

合
計
額
（
第
八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

２

第
五
条
、
第
九
条
及
び
条
例
第
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
旅
客
運
賃
及
び
料
金
の
合
計

額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
旅
客
運
賃
の
割
引
の
計
算
方
法
）

第
九
条

旅
客
運
賃
の
割
引
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
旅
客
運
賃
の
額
か
ら
、
当
該
旅
客

運
賃
の
額
に
前
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
割
引
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
差
し
引
く
方
法
に
よ
り
計
算

す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
計
算
に
よ
り
得
た
額
が
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
運
賃
の
下
限

額
を
用
い
て
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
旅
客
運
賃
の
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
下
限
額

を
用
い
て
計
算
し
た
額
を
割
引
後
の
旅
客
運
賃
の
額
と
す
る
。

第
四
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
三
条
の
表
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

種

別

交
替
運
転
者
配
置
料
金
の
額

上
限
額

下
限
額



令和8年4月24日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 64） ２

時
間
制
料
金
（
一
時
間
当

た
り
）

三
千
八
十
円

二
千
六
百
七
十
円

キ
ロ
制
料
金
（
一
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
当
た
り
）

四
十
円

四
十
円

第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
料
金
の
計
算
方
法
）

第
五
条

料
金
の
計
算
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

交
替
運
転
者
配
置
料
金
は
、
前
条
に
規
定
す
る
管
理
者
が
定
め
る
時
間
制
料
金
（
以
下
「
一
時

間
当
た
り
料
金
」
と
い
う
。
）
に
運
送
時
間
を
乗
じ
て
得
た
額
と
、
同
条
に
規
定
す
る
管
理
者
が

定
め
る
キ
ロ
制
料
金
（
以
下
「
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
料
金
」
と
い
う
。
）
に
走
行
距
離
を
乗

じ
て
得
た
額
と
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
日
以
上
に
わ
た
る
利
用
で
あ
つ
て
乗
務
員

を
宿
泊
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
料
金
は
、
一
時
間
当
た
り
料
金
に
、
宿
泊
地
に
お
け

る
乗
務
員
の
待
機
時
間
を
運
送
時
間
か
ら
差
し
引
き
、
宿
泊
場
所
到
着
後
及
び
出
発
前
の
点
呼
点

検
時
間
を
加
算
し
た
時
間
を
乗
じ
て
得
た
額
と
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
料
金
に
走
行
距
離
を

乗
じ
て
得
た
額
と
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

二

深
夜
早
朝
運
行
料
金
は
、
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
点
呼
点
検
時
間
及
び

走
行
時
間
が
含
ま
れ
た
場
合
、
含
ま
れ
た
時
間
に
係
る
時
間
制
旅
客
運
賃
と
交
替
運
転
者
配
置
料

金
の
う
ち
時
間
制
料
金
に
係
る
額
と
を
合
算
し
た
額
に
〇
・
二
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

三

特
殊
車
両
割
増
料
金
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
旅
客
運
賃
の
額
に
設
備
、
購
入
価

格
等
を
勘
案
し
た
割
増
率
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

（
運
送
に
関
連
す
る
実
費
）

第
六
条

ガ
イ
ド
料
、
有
料
道
路
利
用
料
、
航
送
料
、
駐
車
料
、
乗
務
員
の
宿
泊
費
等
当
該
運
送
に
関

連
す
る
費
用
は
、
契
約
責
任
者
の
負
担
と
す
る
。

２

ガ
イ
ド
料
は
一
日
当
た
り
三
万
円
の
範
囲
内
で
管
理
者
が
定
め
る
額
と
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
旅
客
運
賃
の
計
算
方
法
）

第
三
条

旅
客
運
賃
の
計
算
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

時
間
制
旅
客
運
賃
は
、
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
者
が
定
め
る
額
に
運
送
時
間
を
乗
じ

て
計
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
走
行
時
間
が
三
時
間
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
走
行

時
間
を
三
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。

二

キ
ロ
制
旅
客
運
賃
は
、
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
管
理
者
が
定
め
る
額
に
走
行
距
離
を
乗
じ

て
計
算
す
る
。

別
表
第
一
大
型
車
の
項
中
「
七
千
六
百
八
十
円
」
を
「
一
万
二
百
七
十
二
円
」
に
、
「
六
千
五
百
八

十
円
」
を
「
七
千
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
表
中
型
車
の
項
中
「
六
千
四
百
八
十
円
」
を
「
八
千
六
百

七
十
二
円
」
に
、
「
五
千
五
百
六
十
円
」
を
「
六
千
七
十
円
」
に
改
め
、
同
表
小
型
車
の
項
中
「
五
千

五
百
六
十
円
」
を
「
七
千
六
百
円
」
に
、
「
四
千
七
百
七
十
円
」
を
「
五
千
三
百
二
十
円
」
に
改
め
、

同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

コ
ミ
ュ
ー
タ
ー
車

六
千
七
百
七
十
二
円

四
千
七
百
四
十
円

別
表
第
一
備
考
一
中
「
及
び
小
型
車
」
を
「
、
小
型
車
及
び
コ
ミ
ュ
ー
タ
ー
車
」
に
、
「
七
メ
ー
ト

ル
」
を
「
六
メ
ー
ト
ル
以
上
八
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
二
十
九
」
を
「
三
十
三
以
下
の
車
両
を
、
「
コ
ミ

ュ
ー
タ
ー
車
」
と
は
車
両
の
長
さ
六
メ
ー
ト
ル
未
満
で
、
か
つ
、
旅
客
座
席
数
十
四
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
大
型
車
の
項
中
「
百
七
十
円
」
を
「
二
百
四
十
三
円
」
に
、
「
百
六
十
円
」
を
「
百
七
十

円
」
に
改
め
、
同
表
中
型
車
の
項
中
「
百
五
十
円
」
を
「
二
百
十
五
円
」
に
、
「
百
四
十
円
」
を
「
百

五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
小
型
車
の
項
中

「

百
二
十
円

百
二
十
円
」
を

「

百
八
十
六
円

百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

コ
ミ
ュ
ー
タ
ー
車

百
七
十
二
円

百
二
十
円

別
表
第
二
備
考
一
中
「
及
び
小
型
車
」
を
「
、
小
型
車
及
び
コ
ミ
ュ
ー
タ
ー
車
」
に
、
「
七
メ
ー
ト

ル
」
を
「
六
メ
ー
ト
ル
以
上
八
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
二
十
九
」
を
「
三
十
三
以
下
の
車
両
を
、
「
コ
ミ

ュ
ー
タ
ー
車
」
と
は
車
両
の
長
さ
六
メ
ー
ト
ル
未
満
で
、
か
つ
、
旅
客
座
席
数
十
四
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
施
行
規
程

の
規
定
に
よ
り
引
受
け
を
し
て
い
る
貸
切
旅
客
運
送
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
四
号

東
京
都
特
定
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

東
京
都
交
通
局
長

渡

邉

知

秀

東
京
都
特
定
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
特
定
自
動
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
交
通
局
規
程
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
旅
客
運
賃
の
割
引
）

第
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
団
体
に
対
し
て
は
、
第
二
条
の
旅
客
運
賃
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
率
を

乗
じ
て
得
た
額
を
割
引
す
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
う
ち
、
幼
稚

園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
幼
児
、
児
童
又
は

生
徒
の
団
体
で
、
当
該
学
校
又
は
幼
稚
園
の
責
任
者
が
引
率
す
る
も
の

割
引
率

二
割

二

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
う
ち
、
特
別
支
援
学
校
の
幼
児
、
児
童
若
し
く
は
生

徒
の
団
体
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
若
し
く
は
身
体
障
害
者
福
祉

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
の
団
体
又
は
療
育
手
帳
制
度

要
綱
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
七
日
厚
生
省
発
児
第
百
五
十
六
号
厚
生
事
務
次
官
通
知
）
に
規

定
す
る
療
育
手
帳
を
所
持
す
る
者
の
団
体
で
、
責
任
者
が
引
率
す
る
も
の

割
引
率

三
割

２

二
以
上
の
割
引
条
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
い
ず
れ
か
高
い
率
を
適
用
し
、
重
複
し
て
旅
客
運
賃

の
割
引
を
行
わ
な
い
。

３

第
一
項
に
よ
る
割
引
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
定
め
る
下
限
額
を
下
回
る
割
引
を
行
わ
な

い
。

第
七
条
を
第
九
条
と
し
、
第
六
条
を
第
八
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
旅
客
運
賃
の
割
引
の
計
算
方
法
）

第
六
条

旅
客
運
賃
の
割
引
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
旅
客
運
賃
の
額
か
ら
、
当
該
旅
客

運
賃
の
額
に
前
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
割
引
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
差
し
引
く
方
法
に
よ
り
計
算

す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
計
算
に
よ
り
得
た
額
が
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
運
賃
の
下
限

額
を
用
い
て
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
旅
客
運
賃
の
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
下
限
額

を
用
い
て
計
算
し
た
額
を
割
引
後
の
旅
客
運
賃
の
額
と
す
る
。

（
端
数
処
理
）

第
七
条

第
二
条
及
び
東
京
都
貸
切
自
動
車
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
八
号
。
以
下

「
貸
切
自
動
車
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
旅
客
運
賃
及
び
料
金
の

合
計
額
（
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

２

第
六
条
及
び
貸
切
自
動
車
条
例
第
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
旅
客
運
賃
及
び
料
金
の
合

計
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
大
型
車
の
項
中
「
七
千
六
百
八
十
円
」
を
「
一
万
二
百
七
十
二
円
」
に
、
「
五
千
三
百
十

円
」
を
「
七
千
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
表
中
型
車
の
項
中
「
六
千
四
百
八
十
円
」
を
「
八
千
六
百
七

十
二
円
」
に
、
「
四
千
四
百
九
十
円
」
を
「
六
千
七
十
円
」
に
改
め
、
同
表
小
型
車
の
項
中
「
五
千
五

百
六
十
円
」
を
「
七
千
六
百
円
」
に
、
「
三
千
八
百
五
十
円
」
を
「
五
千
三
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

コ
ミ
ュ
ー
タ
ー
車

六
千
七
百
七
十
二
円

四
千
七
百
四
十
円

別
表
第
一
備
考
一
中
「
及
び
小
型
車
」
を
「
、
小
型
車
及
び
コ
ミ
ュ
ー
タ
ー
車
」
に
、
「
七
メ
ー
ト

ル
」
を
「
六
メ
ー
ト
ル
以
上
八
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
二
十
九
」
を
「
三
十
三
以
下
の
車
両
を
、
「
コ
ミ

ュ
ー
タ
ー
車
」
と
は
車
両
の
長
さ
六
メ
ー
ト
ル
未
満
で
、
か
つ
、
旅
客
座
席
数
十
四
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
大
型
車
の
項
中
「
百
七
十
円
」
を
「
二
百
四
十
三
円
」
に
、
「
百
二
十
円
」
を
「
百
七
十

円
」
に
改
め
、
同
表
中
型
車
の
項
中
「
百
五
十
円
」
を
「
二
百
十
五
円
」
に
、
「
百
円
」
を
「
百
五
十

円
」
に
改
め
、
同
表
小
型
車
の
項
中
「
百
二
十
円
」
を
「
百
八
十
六
円
」
に
、
「
八
十
円
」
を
「
百
三

十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

コ
ミ
ュ
ー
タ
ー
車

百
七
十
二
円

百
二
十
円

別
表
第
二
備
考
一
中
「
及
び
小
型
車
」
を
「
、
小
型
車
及
び
コ
ミ
ュ
ー
タ
ー
車
」
に
、
「
七
メ
ー
ト



令和8年4月24日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 64） ４

ル
」
を
「
六
メ
ー
ト
ル
以
上
八
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
二
十
九
」
を
「
三
十
三
以
下
の
車
両
を
、
「
コ
ミ

ュ
ー
タ
ー
車
」
と
は
車
両
の
長
さ
六
メ
ー
ト
ル
未
満
で
、
か
つ
、
旅
客
座
席
数
十
四
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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